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In this article, the role and the function of the Specific Personal Information Protection Commission which soon is supposed to 
be replaced as Personal Information Protection Commission will be discussed and reviewed. Then, the role and the 
function-including the discussion of how it should be designed- will be compared with several similar commissions of the 
foreign countries. The possibility of the expansion of its role and function is considered through considering the needed function 
and role.  
 
 

1. 問題の所在 

 平成 27（2015）年 3 月 10 日に閣議決定された「個人情

報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正す

る法律案」（以下，「改正法案」という．）は，個人情報の保

護に関する法律（平成 15年法律第 57号，以下「個人情報

保護法」という．）について，平成 17（2005）年 4 月の全

面施行から 10年を経て，個人情報の定義や個人情報の保護

に関する監視・監督機関の設置などを含めて，大きな改正

を予定するものである．改正法案においては，個人情報の

保護に関する監視・監督機関として，個人情報保護委員会

が新設されることとなっている．行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27号，以下「番号法」という．）の監督機関であ

る特定個人情報保護委員会を改組して設置されるものであ

る． 

本稿においては，特定個人情報保護委員会の機能と役割

を改めて確認し，個人情報保護法改正後の個人情報保護委

員会の機能と役割の在り方を検討する． 

グローバル化が進展し，個人情報も含めた情報の適切な

流通はますます重要であると認識されるようになっている．
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我が国は諸外国よりやや遅れて個人情報保護法制を整備し

たが，その制定過程において，改正法案の審議過程におい

ても，EU データ保護指令は強く意識されてきた．EU デー

タ保護指令 28 条 1 項[1]が定めるような個人情報等の独立

した監督機関（完全独立性を備えた EU 型第三者機関）が

設置されることとなるのか，現実に設置される機関の具体

的な組織内容と機能の検証が必要となる． 

 

1.1 我が国における個人情報保護法法制の問題点我が国における個人情報保護法法制の問題点我が国における個人情報保護法法制の問題点我が国における個人情報保護法法制の問題点 

我が国の個人情報保護法制における最大の問題点は，個

人情報保護法を運用し，執行する独立した監視機関の不存

在にあると指摘されてきた[2]．そもそも，個人情報保護法

制については，1995年に採択された EU データ保護指令 25

条が，EU 構成国以外の国にも十分なレベルの個人情報保

護体制が整えられていることを必要としたこと等を受け，

平成 11（1999）年から個人情報保護に関する立法の検討が

進められ，平成 15（2003）年 5 月に，諸外国の整備よりも

遅れて法が制定されたものである[3]． 

また，個人情報の取扱いは民間の事業者の事業の活動の

一環として行われており，業者や業態に応じて様々な特性

を有していることから，事業ごとの細かな判断が必要とさ

れた結果，事業分野を横断するような一般的な第三者機関

は設置されず，それぞれの事業分野を扱う各省庁の主務大

臣がそれぞれの事業分野に合わせて扱いを決めることとさ

れた（主務大臣制，後述）．そのため，個人情報保護に関す

る規律については，基本的に各省庁における個人情報保護
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法に関する法解釈ならびにそのガイドラインが存在し，そ

れぞれの法の執行状況に差異を生じる事態が生じていた．  

公的部門については，行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（以下，「行政機関個人情報保護法」という．），

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（以下，「独立行政法人等個人情報保護法」という．）が存

在するが，これらの法の執行・監督に関して，EU が求め

ているような第三者機関の設置はなされていない．また，

地方公共団体においては，条例では諮問機関しか置くこと

ができないこともあり，やはり，第三者機関は設置されて

いない[4]． 

 

消費者庁による個人情報保護に関する法体系イメージ図 

（http://www.caa.go.jp/planning/kojin/pdf/houtaikei.pdf.） 

 
 

このようななか，番号法が成立し，その 6 章で設置され

た特定個人情報保護委員会の所掌事務について，将来的に，

特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関する監視又は監

督に関する事務をも含めて検討することが附則 6 条 2 項に

盛り込まれた．また，総務省「パーソナルデータの利用・

流通に関する研究会」報告書（2013年 6 月）においても，

パーソナルデータの保護のための独立した第三者機関の設

置の検討が提案された．      

特定個人情報保護委員会が設置されてから 1 年が経過し，

今回閣議決定された個人情報保護法及び番号利用法の一部

を改正する法律案は，個人情報の保護と有用性の確保に関

する制度改正を個人情報保護法の改正において行い，特定

個人情報及び個人番号（マイナンバー）の利用の促進に係

る制度改正を番号法の改正において行うものとしている．

個人情報保護法の改正の特に大きな部分を占めるのが，個

人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関である

個人情報保護委員会を，特定個人情報保護委員会を改組し

て設置することである[5]． 

以下，特定個人情報保護委員会の機能と役割を検証し，

独立第三者機関として設置予定の監視・監督の態様と独立

の形態につき，諸外国の同種機関との比較を通じて，特定

個人情報保護委員会ならびに同委員会を改組して設置予定

の個人情報保護委員会の違いを明らかにするとともに，今

後の課題について検証する[6]． 

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会

（第 12 回）資料１より抜粋．ただし，研究会の議論は更

に進んでおり，例えば本稿執筆時点で「専門機関」は設け

られないこととなっている． 

 

 

改正法案に関する改正のポイントは，個人情報保護法に

関しては，１）個人情報の定義を明確化したこと，２）匿

名加工情報について定義し，規律を定めたこと，３）トレ

ーサビリティを確保するなど個人情報保護の強化，４）個

人情報の国境を越えた利用への対応，５）個人情報保護委

員会の新設，等があげられる．ここでは５）に集中し，法

改正後の個人情報保護委員会の機能に絞って検討を行う． 

 

2. 特定個人情報保護委員会の機能と役割特定個人情報保護委員会の機能と役割特定個人情報保護委員会の機能と役割特定個人情報保護委員会の機能と役割     

特定個人情報保護委員会は，特定個人情報の有用性に配

慮しつつ，その適正な取扱いを確保するために必要な措置

を講じることを任務として，番号法 36条 1 項に基づいて平

成 26（2014）年 1 月 1 日に設置された組織である． 

2.1 組織構組織構組織構組織構成成成成 

特定個人情報保護委員会は，内閣府の外局として設置さ

れた合議制の機関であり，その委員長及び委員は独立して

職権を行使する．組織構成は，委員会委員長及び委員 6名

あるが，平成 26（2014） 年中は委員長及び委員 2名の合

計 3名，平成 27（2015） 年は委員長及び委員 4名の合計

5名で構成された．委員会事務局の定員は，平成 26（2014）

年度末において，32名であった[7]． 

2.2 特定個人情報保護委員会の機能特定個人情報保護委員会の機能特定個人情報保護委員会の機能特定個人情報保護委員会の機能 

同組織は，番号法の整備にともない，特に個人番号の取

扱いにかかる適切な取扱いを確保するために，監視・監督

をおこなうために設置されたもので，個人番号をその内容

に含む個人情報である，特定個人情報（番号法 2 条 8 項）

に対する監視・監督を行うために，様々な役割を果たして

いる． 
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所掌事務としては，特定個人情報の取扱いに関する監

視・監督 （指導・助言，勧告・命令，報告徴収・立入検査

等） ならびに特定個人情報保護評価 ，広報・啓発 ，調査・

研究及び国際協力等が挙げられている． 

以下，等に特定個人情報保護評価並びに監視・監督につ

いて，具体的にみることとする． 

2.2.1    情報保護評価の承認情報保護評価の承認情報保護評価の承認情報保護評価の承認 

特定個人情報保護委員会が果たす大きな役割の一つと

して，情報保護評価の承認がある[8]．個人情報保護評価の

承認は，特に行政機関・地方公共団体・民間事業者等が特

定個人情報の取扱いを開始する前の措置として，取扱いに

関する指針を策定し，また各機関が実施する情報保護評価

の一部について承認を行うものとされる[9]．  

2.2.2    ネットワークシステムの確認ネットワークシステムの確認ネットワークシステムの確認ネットワークシステムの確認 

 番号法に基づいて構築される情報提供ネットワークシス

テムについて，特定個人情報保護委員会は，設置・管理者

である総務大臣と協議して，当該情報提供ネットワークシ

ステムが適切に特定個人情報を扱うように確認するものと

されている（番号法 21条 1 項）． 

2.2.3    行政機関の長への措置の要求と報告行政機関の長への措置の要求と報告行政機関の長への措置の要求と報告行政機関の長への措置の要求と報告 

さらに，情報提供ネットワークシステム等の情報システ

ムについて，何か問題が生じていることを把握等した場合，

当該システムについて，行政機関の長に対して必要な措置

を要求することが出来る（番号法 54条 1 項）．そのうえで，

措置の実施を求めたときには，関係行政機関の長に対して，

措置の実施状況について報告を求めることができる（番号

法 54条 2 項）． 

2.2.4    内閣総理大臣に対する改善等の意見の申出内閣総理大臣に対する改善等の意見の申出内閣総理大臣に対する改善等の意見の申出内閣総理大臣に対する改善等の意見の申出 

特定個人情報保護委員会は，特定個人情報保護に関する

様々な提言や意見につき，その改善のための意見を，内閣

総理大臣に対して述べることが出来るとされている（番号

法 55条）． 

2.2.5    指導・助言・勧告・命令指導・助言・勧告・命令指導・助言・勧告・命令指導・助言・勧告・命令 

 特定個人情報保護委員会は，特定個人情報の取扱いに問

題が発見された場合には，指導・助言を行う(番号法 50条)．

また，番号法 51条に基づき，特定個人情報の適正な取扱い

の確保のために必要な場合には，違反行為を是正するため

に必要な措置をとるべき旨を勧告し，かかる勧告を原則と

して前提としたうえで，勧告に係る措置を取らない者に対

して，勧告に係る措置を取るべきことを命ずる命令も行う

ことができる．また，緊急の場合には勧告を経ずに命令を

行うことができる（番号法 51条 3 項）．番号法 51条の命令

違反には，73条に基づき，罰則も適用される．さらに，番

号法 52条 1 項に基づき，番号法の施行に必要な限度におい

て，特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対して，

必要な報告もしくは資料の提出を求め，またはその職員に，

当該個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他

必要な場所に立ち入らせ，特定個人情報の取扱いに関して

質問させ，もしくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

とができる． 

2.2.6    苦情の処理苦情の処理苦情の処理苦情の処理 

特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出について，特

定個人情報保護委員会は，あっせんを行う（番号法 38条 1

号）． 

2.3    主務大臣制主務大臣制主務大臣制主務大臣制 

 特定個人情報について，個人情報保護法における主務大

臣の監督は否定されていない．個人情報保護に係る一般法

制で採用されている主務大臣による監督制度（上記イメー

ジ図を参照）と同様，日常的な監督は主務大臣が行ったう

えで，特定個人情報については特定個人情報保護委員会の

監督による補充が行われることを想定している．公的部門

についても，行政機関個人情報保護法，独立行政法人等個

人情報保護法または個人情報保護条例に基づく各大臣，首

長等による監督のなかで，番号法違反の事実が認識された

場合に，特定個人情報保護委員会が必要に応じて情報提供

等を受けて調査・監督等を行うものと考えられている[10]．

この点については，個別の利用方法に関する見解の表明や

機動的な法執行が十分に行われているかに関する疑問が呈

されてきた[11]． 

2.4    特定個人情報保護委員会の特定個人情報保護委員会の特定個人情報保護委員会の特定個人情報保護委員会の存在意義存在意義存在意義存在意義 

特定個人情報保護委員会が設置されてから現在に至る

まで，特定個人情報保護委員会においては，特定個人情報

保護評価の実施に必要な措置等を定めた「特定個人情報保

護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」

を定め，また，特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン作成のための民間企業へのアンケートやヒアリン

グを行う等の業務を行っている．番号法制の整備に基づく，

特定個人情報の保護のための公的部門，民間部門双方にわ

たる権限を有する組織としては，強力な権限をもつ組織で

あるということが出来るが，委員会，事務局の人数を合わ

せて 40人程度であり，現在までのところ，番号法制度の基

礎を構築する以上の活動は行っていないということができ

る．また，EU データ保護指令 28条 1 項が求める個人情報

保護のための独立した監督機関としては，委員会の扱う個

人情報が特定個人情報のみであるために不十分であるが，

今般設置される新たな個人情報保護委員会は特定個人情報

保護委員会の設置なくしてはできなかったともいえ，先ず

は特定個人情報を対象としてかかる組織が設立された意義

は大きい． 

 

3．．．． 個人情報保護委員会の機能と役割個人情報保護委員会の機能と役割個人情報保護委員会の機能と役割個人情報保護委員会の機能と役割  

 個人情報取扱事業者の監督を行う主体が，主務大臣から

個人情報保護委員会に改められることは，個人情報保護委

員会の新設に伴い最大の変化である． 

また，基本方針の案の作成権限等を消費者委員会から移
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管している．（新第 7 条）．主務大臣が有する権限と，立入

検査の権限を個人情報保護委員会に付与し，さらに，委員

会の認定を受けた「認定個人情報保護団体」によるガイド

ライン（個人情報保護指針）の作成に一定の関与を行うこ

とが予定されている． 

3.1    個人情報保護委員会の機能個人情報保護委員会の機能個人情報保護委員会の機能個人情報保護委員会の機能 

改正法案では，個人情報の取扱いの監視監督のため，番

号利用法に基づく特定個人情報保護委員会が組織替えされ

る形で，個人情報保護委員会が新設される．個人情報保護

委員会は，特定個人情報保護委員会と同様，内閣府の外局

として設置される（内閣府設置法（平成 11年法律第 89号）

第 49条第 3 項の規定に基づく）独立性の高い，いわゆる三

条委員会である[12]． 

3.2 組織構造・所掌事務・事務局の充実組織構造・所掌事務・事務局の充実組織構造・所掌事務・事務局の充実組織構造・所掌事務・事務局の充実 

 個人情報保護委員会は個人情報一般に関する監視・監督

を行う機関として新設されるため，特定個人情報保護委員

会よりも委員の人数が増やされている．委員長を除く委員

の人数は 6名から 8名に増員される（新第 64条）．また，

委員の選任に係る規定には，特定個人情報保護委員会の際

と同様に，両議院の同意を得て，内閣総理大臣が任命する

ものとする，との規定がおかれた．さらに，委員の選任に

関しては，「消費者の保護に関して十分な知識と経験を有す

る者」等が加わっていることが新たに求められることとな

った． 

 加えて，委員会には，専門の事項を調査させるために，

専門委員を置くことができるものとされた（新第 69条）． 

 個人情報保護委員会の所掌事務は，特定個人情報保護委

員会が扱っていた特定個人情報に関する所掌事務から個人

情報に関するものへと拡大し，以下のものを包含している． 

 

１）基本方針の策定・推進， 

２）個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並び

に苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を

行う事業者への協力， 

３）認定個人情報保護団体関係， 

４）特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦

情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う

事業者への協力， 

５）特定個人情報保護評価関係， 

６）個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての

広報と啓発， 

７）１）－６）までの事務を行うために必要な調査及び研

究， 

８）所掌事務に係る国際協力，９その他法律に基づいて委

員会に属させられた事務 

  

すなわち，４）５）を除き，新たに取り扱うこととなっ

た所掌事務であるということができる． 

 かかる所掌事務の大幅な拡大に関しては，委員会自体の

充実と，事務局の拡大が必要と考えられる．改正法案の国

会審議でも論点となったところであり，その抜粋は以下の

通り． 

  

個人情報保護委員会と事務局体制の充実に関する国会

審議状況[抜粋] 

第第第第 189 回国会回国会回国会回国会衆議院衆議院衆議院衆議院内閣委員会内閣委員会内閣委員会内閣委員会    第第第第 4 号号号号[13] 

平成二十七年五月八日（金曜日） 

    午前九時一分開議 

○阿部委員 

・・・先ほどおっしゃいました個人情報保護委員会とい

うものの充実と，さらに事務局体制と いうものの充実も

非常に重要で・・・，大臣は， それに加えて，ここには

専門委員というものも任命することもお考えであるとい

うふうに はお聞きしましたが，現在，私の目にするとこ

ろだと，来年一月の発足時点で，この事務局体制は五十二事務局体制は五十二事務局体制は五十二事務局体制は五十二

人というふうに伺っております人というふうに伺っております人というふうに伺っております人というふうに伺っております．先ほどのエストニアなど

の人口規模に比べますと，本当にこれは，うまくやってい

くためには，この事務局体制が格段に充実しなければなら

ない・・・  

 

○山口国務大臣  

委員御指摘のとおりでございまして，個人情報保護委員会

の事務局については，十分な体制を整備するということが

大変重要でございます． 御指摘のとおり五十二名五十二名五十二名五十二名であり

ますが，実はマイナンバー担当もございまして，この人的

体制，今回の法案の附則にも，必要な人的体制の整備，財

源の確保等の状況を勘案し，その改善について検討を行う

ことというふうにしておりまして，御指摘の欧米先進国の

例えば プライバシーコミッショナー体制というのもある

わけですが，そういったものも参考にしながら，ぜひとも，

この体制の強化にはしっかり努めていきたいと考えてお

ります． 

 

もっとも，所掌事務が以上のように大幅に拡大している

なか，委員が 7 名から 9 名へ増員され，事務局人員の 32

名から 20名増加して 52名に増員されただけで，その事務

を十分に行いうるといえるのかについては，疑問がある．  

 今後，できる限りの委員並びに事務局組織の充実を図っ

ていくことが必要となろう． 

 

4．諸外国の第三者機関等の権限．諸外国の第三者機関等の権限．諸外国の第三者機関等の権限．諸外国の第三者機関等の権限 

 以下，米国，イギリス，ドイツ，フランスについて概観

する．米国と，以下検討するＥＵ諸国とのプライバシー保

護枠組みは根本的に異なっている．米国においては，基本

的に自主規制を尊重する枠組みが構築されてきたが，特に
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消費者が関係することとなるプライバシー保護に関して，

第三者機関としての連邦取引委員会（ Federal Trade 

Commission，以下「FTC」という．）の消費者保護局が大き

な役割を果たしている． 

4.1 米国の米国の米国の米国の FTC における権限等における権限等における権限等における権限等 

 米国の個人情報保護法制（プライバシー保護法制）は，

プライバシーの基本的な保護の原則を守り，柔軟で効果的

な消費者保護のための法律やコモンロー，FTCによる法の

執行によって，様々な政策形成を可能とするものである．

そのため，米国には，個人情報全般を担う統一的な第三者

機関が存在せず，FTCの消費者保護局がその中心的な任務

を担っている[14]．その機能と役割は，まず，不正な商業

行為を禁止する法律の執行であるが，そのために，報告・

徴収権限（FTC法 20条），苦情の処理や企業・消費者の教

育を行う．さらに，違反者に対して排除命令や，違反者に

合意に達した場合の合意命令（FTC法 5(b)条）がある．さ

らに，消費者保護に関する問題も含めて，FTCは，法違反

状態があることにつき「信じるに足る理由（ reason to 

believe）」がある場合には，相手に対する主張を訴状として

発行し，その対象者がその主張に対して異議を唱える場合，

審判手続（Administrative Trials）を行う．かかる審判手続

は，審判官（Administrative Law Judge）によって判断され

る．その後，かかる手続きに基づく FTCの命令に対して不

服がある者は，控訴裁判所に控訴を行うこととなる．また，

FTCは，被害者の救済のため，違反行為者に対して民事訴

訟を提起することができる（FTC法 13(b)条，19条）． 

4.1.2    FTC の事務局の事務局の事務局の事務局 

 FTC は 5 人の委員で構成され，FTC 全体では約 1200人

の事務局職員が存在する[15]．消費者保護を担う消費者保

護局は，数百人存在する． 

4.2    イギリスの情報コミッショナーの権限等イギリスの情報コミッショナーの権限等イギリスの情報コミッショナーの権限等イギリスの情報コミッショナーの権限等 

 イギリスにおいては，プライバシー保護の必要性の認識

から，既に 1984年にデータ保護法が制定されており，同法

の EU データ保護指令に基づく 1995 年の法改正の結果，

1998年に現行データ保護法が制定され，2000年から施行さ

れた．この 1998年のデータ保護法は，独立した第三者機関

として，情報コミッショナー（Information Commissioner）

をおき，さらに審判所（The Tribunal）を置いている．なお，

審判所は，データ保護コミッショナーの決定に対する不服

申し立てを審理する機関として設置されているものであり，

情報コミッショナーが第三者機関として審判に関わるわけ

ではない．情報コミッショナーは，個人情報保護の推進の

ための活動を行い，法務省の予算で運営されているが[16]，

イギリス議会の両議院に対して報告書を提出する義務を負

い（データ保護法 52（１）項），議会に対して責任を負っ

ている[17]．その権限は，立入調査権限（データ保護法 50

条），報告・徴収の権限（データ保護法 43条）のほか，苦

情処理，助言・勧告権限（データ保護法 42 条，43 条）な

らびに執行通知を送る権限（データ保護法 40条）がある．

また，違反者を訴追する権限（60（１）項）がある．さら

に，データ保護原則の重大な違反に対しては制裁金を科す

ことができる（データ保護法 55Ａ条，Civil monetary penalty）

[18]． 

4.2.1    情報コミッショナーの事務局情報コミッショナーの事務局情報コミッショナーの事務局情報コミッショナーの事務局 

 情報コミッショナーの事務局は，コミッショナー一人と，

約 400 人の事務局職員によって構成されている[19]．ただ

し，情報公開に関するスタッフを含んでいる． 

4.3    フランスフランスフランスフランス CNIL における権限等における権限等における権限等における権限等 

 フランスにおいては，個人情報保護に関して，「情報処理

と自由に関する全国委員会（Commission nationale de 

l'informatique et des libertés；以下，「CNIL」という．）が，

データ保護に関する法律（La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés，以下「情

報処理と自由に関する法律」という）に基づき設置されて

いる20．CNIL は，その権限の行使に関して，如何なる機

関からも指図を受けることがない，独立した第三者機関で

あることが定められている（情報処理と自由に関する法律

21条）． 

CNIL の権限としては，事前に政府及び民間団体への助

言を行うこと（情報処理と自由に関する法律 11条），個人

情報の取扱いに対する届出の義務付け（個人情報を自動化

処理する場合に CNIL に届け出なければならない，情報処

理と自由に関する法律 22 条 I），センシティブ情報やセン

シティブ情報類似の情報に関する情報の処理に関しては，

CNIL から許可を得る必要がある（情報処理と自由に関す

る法律 25 条 I）．立入検査が可能な監査権限（情報処理と

自由に関する法律 44条），報告・徴収を行う権限（同条），

義務を履行しない情報処理責任者に対して，対審手続の上，

警告を発することや，期限を定めて違反を止めるように催

告することができる（情報処理と自由に関する法律 45 条

I ）．また，金銭的制裁を課すことができる（情報処理と自

由に関する法律 47条）．なお，CNIL による金銭的制裁は，

刑事裁判の確定した金額から控除されうる．処理の実行や

データの利用が自由や権利の侵害をもたらす場合には，急

速な審理によって，罰金強制を行い，保護に必要な行為を

取ることもできる（情報処理と自由に関する法律 45条Ⅱ・

Ⅲ）． 

4.3.1    CNIL の事務局の事務局の事務局の事務局 

CNIL は 17名の委員から構成されており[21]，事務局職

員は約 160名存在している[22]．ただし，情報公開に関す

るスタッフを含んでいる． 

4.4    ドイツにおけるドイツにおけるドイツにおけるドイツにおける連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官の権限等の権限等の権限等の権限等 

 ド イ ツ に お い て は ， 連 邦 デ ー タ 保 護 法

（Bundesdatesnschutzgesetz; BDSG）が存在し，ドイツにお

いても，情報処理に関する監督機関としての第三者機関が

置かれている[23]．ドイツにおいては，１）ドイツの連邦
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機関ならびに鉄道・郵便・通信事業（民営化された事業）

が，連邦データ・情報保護監察官（Bundesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ）によって監

督され[24]，２）州の公的機関は，州データ保護監察官，

民間機関並びに公法上の企業が監督官庁による監督を受け

る． 

 その中で，以下においては，特に連邦監察官について検

討する．連邦監察官は連邦政府の提案に基づき，ドイツ連

邦議会の過半数以上の可決によって選出され（連邦データ

保護法 22条 1 項 1文），大統領によって任命される．  

 その職務は，連邦データ保護法によって個人に与えられ

た自己のデータに関する苦情申し立ての権利に関する処理

（苦情処理，連邦データ保護法 21条），監督のための立ち

入り検査，データ等の閲覧，データ保護の改善等の提案（連

邦データ保護法 24条），データ保護法やデータ保護に関す

る他の法律の規定に関する違反や利用に際する瑕疵を確認

した場合に異議を唱えること（連邦データ保護法 25 条 1

項），さらに，連邦政府と連邦機関に対する，データの改善

に関する勧告並びにデータ保護の照会に関する助言を行う

こと（連邦データ保護法 26条 3 項）等である． 

 ドイツの連邦監察官は，個人情報保護の実態の監督のた

め，調査し，立入検査を行うこと（連邦データ保護法 24

条，38 条）や，意義を申し立てること等が可能であるが，

金銭制裁を課すことはない． 

 その他，上述の通り，民間機関と公法上の企業によるデ

ータ処理は各州の監督官庁，州の公的機関は，州のデータ

保護監察官による監督を受けるが，州によって，一つの監

督官庁が民間機関と公的機関の両方を管轄する場合もある． 

連邦データ保護法 38条に規定される各州監督官庁には，

州のデータ保護監察官並びにデータ保護のための独立した

委員会があり，委員会には，州のデータ保護監察官が存在

している．連邦データ保護監察官には，金銭的制裁を課す

権限はないが，監督官庁には，民間機関の命令違反やデー

タ保護法違反に対して過料を科し，犯罪の訴追を行う権限

がある． 

4.4.1    連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官連邦データ保護監察官の事務局の事務局の事務局の事務局 

監察官は 1 名であるが，事務局職員を含めると，現在，

スタッフは約 90名存在している[25]． 

 

5．第三者機関の執行に関するまとめ．第三者機関の執行に関するまとめ．第三者機関の執行に関するまとめ．第三者機関の執行に関するまとめ 

以上をまとめると，米国，イギリス，フランス，ドイツ

のどの国においても，第三者機関として機能するそれぞれ

の機関が，それぞれ，苦情を処理し，調査権限，報告を受

ける権限を有し，助言勧告を行うとともに，必要があれば

命令等を行う権限があるといえる（命令等に関しては，ド

イツにおいては，対民間事業者だけである）．行政審判のよ

うな審判的機能が設けられているのは米国連邦取引委員会

のみである． 

個人情報保護委員会の機能は，少なくとも権限上は，こ

れらの機関と遜色が無い．しかしながら，人口比で考えて

も，事務局の人数については，はるかに劣る．今後，公的

機関の監督権限が集中することもあり得るが，今のままの

体制では監視・監督が十分に行えるとはいえず，せっかく

の監督権限も十分に活用されないままということになりか

ねない． 

 

６．特定個人情報保護委員会の改組による個人６．特定個人情報保護委員会の改組による個人６．特定個人情報保護委員会の改組による個人６．特定個人情報保護委員会の改組による個人

情報保護委員会の今後の展望情報保護委員会の今後の展望情報保護委員会の今後の展望情報保護委員会の今後の展望 

 既にいくつかの指摘があるが，個人情報保護法制は高度

に技術化，専門化し，複雑な法制度となっている[26]．わ

かりやすくするための抜本的な法改正は難しいとしても，

この点についても，個人情報保護委員会の役割（個人情報

保護法制の理解の進展を図るための措置をとること等）が

求められるように思われる． 

 個人情報保護委員会が，プライバシーコミッショナー会

議等への参加が認められるような個人情報保護に関する第

三者機関として認められることとなることは，様々な国際

的な個人情報保護に関する政策決定に携わることが出来る

ようになる，という意味で望ましいものと考えられる27． 

 もっとも，何よりも大事なことは，プライバシー評価等

を含め，事業者において，適切な運用がなされることであ

り，消費者への透明性が担保されることである．個人情報

保護委員会は，日々蓄積される多大な個人情報がどのよう

に使われているのかについて，その使い方を監視・監督す

る機関として，必要十分な形で機能することが求められる． 

 個人情報保護委員会については，特に事務局の充実がま

ず必要となることを指摘した．数カ国とのみの比較である

が，EU 型第三者機関と，権限上は追い付いてきたところ

がある．しかしながら，十分性認定がなされうるかどうか

については，執行状況も審査されるため，まだ不透明な部

分が大きい．更に，我が国憲法の限界もあり，真に「独立」

した機関であるかどうかについては，我が国固有の行政機

構構造も踏まえて考えると，厳しい交渉が待っているであ

ろう．この点について，フレキシブルな行政組織の在り方

に関するさらなる検討が必要となろう． 
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